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Ⅰ 企業年金等の状況
＜日本の年金制度の体系＞

＜出所：企業年金連合会「企業年金制度」より＞
https://www.pfa.or.jp/nenkin/nenkin_tsusan/nenkin_tsuusan01.html

退職金
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＜退職給付制度の有無と給付水準＞

＜出所：「公的年金と私的年金の現状と課題について」ｐ21＞

〇退職給付制度のある企業の割合は約４社に３社（5年前80.5％→74.9％）
〇退職給付制度有の中では、年金形態が若干増加 〇給付水準は低下
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＜退職給付制度の実施状況（企業割合・規模別））＞

＜出所：「公的年金と私的年金の現状と課題について」ｐ22＞

〇退職給付制度のない企業は、従業員規模に関わりなく増加。30～99人では約３割
〇従業員規模300人未満では、「一時金形態」→「なし」「年金形態」にシフト
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税制適格年金制度
（1962年創設）

厚生年金基金制度
（1965年創設）

確定拠出年金制度（DC）
（2001年創設）

＜企業型＞

確定給付企業年金制度（DB）
（2001年創設）

2012年廃止

事実上廃止

＜企業年金制度の変遷と選択肢＞

２１世紀２０世紀

（出所：筆者作成）



c 久保知行 2026
5

＜適格退職年金の企業年金等への移行状況＞

＜出所：厚生労働省「適格退職年金制度の動向」＞
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/tekikaku_e.html
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＜東京労働局 中小企業退職金調査（２年ごと）＞
（都内中小企業（従業員数300人未満）の賃金等の実態調査）

＜出所：東京都産業労働局「中小企業の賃金・退職金事情」より作成＞

〇中小企業で、退職給付制度がないのは約３割におよぶ。
〇中小企業は、約半分が「一時金のみ」の退職給付制度を採用している。
〇中小企業で、退職給付制度の年金形態の利用は２割弱で、DCがDBより少し多い。

（注）未解答企業があるので、「制度なし」と「制度あり」の合計は100％になっていない。

年度 集計数 制度なし (制度あり) 一時金のみ 年金あり うちDC うちDB
2024（令和6) 659 34.4% 64.2% 48.9% 15.3% 42.6% 28.7%
2022（令和4） 1,012 28.3% 71.5% 51.9% 19.7% 52.3% 43.2%
2020（令和2） 1,407 20.9% 65.9% 47.3% 18.6% 46.4% 39.5%
2018（平成30） 1,060 24.2% 71.3% 54.2% 17.2% 45.1% 44.5%
2016（平成28） 995 29.5% 69.8% 49.1% 20.7% 37.4% 36.9%
2014（平成26） 830 20.0% 78.9% 55.7% 23.3% 38.3% 36.8%
2012（平成24） 1,099 21.1% 77.7% 56.1% 21.6% 27.0% 30.4%
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＜企業年金の加入者数の推移＞

＜出所：「公的年金と私的年金の現状と課題について」ｐ19＞
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＜確定給付企業年金の推移＞

＜出所：企業年金連合会「企業年金に関する基本統計」（確定給付企業年金）＞
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＜確定拠出年金（企業型）の推移＞

＜出所：企業年金連合会「企業年金に関する基本統計」（確定拠出年金）＞



c 久保知行 2026
10

＜出所：「私的年金制度（企業年金・個人年金）の現状等」p34＞
https://www.mhlw.go.jp/content/10600000/001113460.pdf

＜企業年金・個人年金の資産残高＞
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＜最新状況＞

加入者数
（万人）

資産残高
（兆円） （対前年）

件数
（事業所）

887 △2.1％68.8 11,653 
確定給付
企業年金

862 ＋4.4％23.7
7,432

（58,326）
確定拠出年金

（企業型）

11△4.3％15.4 4厚生年金基金

＜2025.3.31時点＞

＜出所：信託協会等・厚生年金基金連合会＞
https://www.shintaku-kyokai.or.jp/archives/013/202506/NR20250604-1.pdf

https://www.shintaku-kyokai.or.jp/archives/013/202506/NR20250604-2+.pdf
https://www.pfa.or.jp/activity/tokei/nenkin/files/dc_toukei_2025.pdf
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＜出所：厚生労働省 「年金制度改正法が成立しました（５）私的年金制度」＞

Ⅱ 2025年金法改正：私的年金制度の見直し

令和８（２０２６）年１２月１日施行

令和８（２０２６）年４月１日施行
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＜出所：厚生労働省「i D e C oの加入可能年齢の引き上げ」＞
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＜出所：厚生労働省「i D e C o拠出限度額の引き上げ」＞
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（前ページの抜粋）
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＜出所：厚生労働省「令和8年12月からiDeCoがパワーアップします!」＞
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＜出所：厚生労働省「令和8年12月からiDeCoがパワーアップします!」＞
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＜企業型DCの拠出限度額の拡充＞
（マッチング拠出における加入者掛金の額の制限撤廃）

令和８（２０２６）年４月１日施行

個人型年金加入者掛金（マッチング拠出）区分

国民年金基金連合会企業型年金実施主体実施主体

全体限度額（2026/12/1前5.5万円、以降6.2万円）―DB掛金―DC事業主掛金拠出限度額

選択した運営管理機関の商品から制度規約で規定された商品から商品選択

加入者が負担事業主等が負担が実態口座管理費用

加入者が負担加入者が負担運用信託報酬

加入者が負担加入者が負担給付手数料

（注）個人型年金で、2026年12月１日より前は、拠出限度額の上限は２万円

＜マッチング拠出の制限撤廃で、イデコからマッチング拠出付の企業型年金に、大規模なシフトが生じる可能性＞

（出所）筆者作成
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＜企業年金の運用の見える化＞（厚生労働省が情報集約・公表）

＜出所：「企業年金の加入者のための運用等の見える化等に関する懇談会」（2025年10月7日）資料１p1＞

（施行日：公布から５年以内の政令で定める日）
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＜出所：「企業年金の加入者のための運用等の見える化等に関する懇談会」（2025年10月7日）参考資料2＞



c 久保知行 2026
21

企業年金の加入者のための運用等の見える化等に関する懇談会 開催状況

資料

【資料１】確定給付企業年金（ＤＢ）のイン
フレ抵抗力の確保に係る取組事例

【参考資料１】第１回懇談会でいただいた
ご意見の概要

大江構成員提出資料
本間構成員提出資料

【資料１】企業年金の加入者のための運用等の見える化
【資料２】適切な商品選択に向けた取組
【資料３】確定給付企業年金（ＤＢ）におけるインフレ

抵抗力の確保［3.1MB］別ウィンドウで開く
【参考資料１】適切な商品選択に向けた取組に関する

ガイドブック
【参考資料２】開催要綱
鮫島構成員提出資料

＜出所：「企業年金の加入者のための運用等の見える化等に関する懇談会」より抽出＞
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＜イデコの加入者数・運用指図者数の推移、制度の概況等＞

＜出所：国民年金基金連合会「iDeCo（個人型確定拠出年金）の制度の概況」＞
https://www.ideco-koushiki.jp/library/pdf/system_overview_0703.pdf

Ⅲ イデコへの政策傾斜と投資リスク

平成29（2017）年1月より
公務員・専業主婦が加入可能に
公務員等加入者は 736,749人

（2025年12月末時点、国基錬）

任意加入者
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＜確定拠出年金の拠出（可能）限度額（月あたり額）の推移＞

（出所）筆者作成

（所得税率20％・住民税率10％の公務員が上限の5.4万円を拠出した場合、年間で約19.4万円もの税金が安くなる計算。）

（単位：万円）
制度区分

第１号 第３号
（自営業者等） （公務員） （専業主婦）

適用年月 DBなし DBあり DB・DCなし DCのみ DBあり （DBあり）
2001年10月〜 3.6 1.8 6.8 <3.2> 1.5 ー ー ー ー
2004年10月〜 4.6 2.3 6.8 <2.2> 1.8 ー ー ー ー
2010年1月〜 5.1 2.55 6.8 <1.7> 2.3 ー ー ー ー
2014年10月〜 5.5 2.75 6.8 <1.3> 2.3 ー ー ー ー
2017年1月〜 5.5（3.5） 2.75（1.55） 6.8 <1.3> 2.3 （2.0） （1.2） 1.2 2.3
2022年10月〜 5.5 2.75 6.8 <1.3> 2.3 Min(5.5ｰDC,2.0) Min(2.75ｰDC,1.2) 1.2 2.3
2024年12月〜 5.5 5.5ｰDB 6.8 <1.3> 2.3 2.0 2.3
2026年12月〜 6.2 6.2ｰDB 7.5 <1.3> 6.2 6.2-0.8＝5.4 2.3
（注）１．「2017年1月〜」欄の（ ）書きは、企業型DC規約に個⼈型DC加入可の規定がある場合
   ２．表中の「DC」は企業型DCの（個⼈別）事業主掛金、「DB」はDB制度対応掛金、計算額がマイナスなら拠出可能額なし。
   ３．個⼈型DC第１号（自営業者等）欄の＜ ＞書きは、厚生年金給付対応掛金（個⼈型DC第１号掛金ー企業型DC第２号DBなし掛金）

6.2-DB-DC

企業型DC 個⼈型DC
第２号

被保険者区分
第２号

（会社員）（会社員、×公務員）

Min(5.5ｰDBｰDC,2.0)
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＜拠出（可能）限度額の元本累計・元利合計＞

（出所）筆者作成

（単位：万円）
月額 利率 月額 利率 月額 利率 月額 利率 月額 利率
3.6 2% 5.5 2% 6.2 2% 7.5 2% 2.3 2%

年数 元本累計 元利合計 元本累計 元利合計 元本累計 元利合計 元本累計 元利合計 元本累計 元利合計
1 43.2 43.6 66.0 66.7 74.4 75.1 90.0 90.9 27.6 27.9
2 86.4 88.1 132.0 134.6 148.8 151.8 180.0 183.6 55.2 56.3
3 129.6 133.5 198.0 204.0 223.2 230.0 270.0 278.2 82.8 85.3
4 172.8 179.8 264.0 274.7 297.6 309.7 360.0 374.6 110.4 114.9
5 216.0 227.1 330.0 346.9 372.0 391.0 450.0 473.0 138.0 145.1
10 432.0 477.7 660.0 729.9 744.0 822.8 900.0 995.3 276.0 305.2
15 648.0 754.5 990.0 1152.7 1116.0 1299.4 1350.0 1571.9 414.0 482.0
20 864.0 1060.1 1320.0 1619.6 1488.0 1825.7 1800.0 2208.5 552.0 677.3
25 1080.0 1397.5 1650.0 2135.0 1860.0 2406.8 2250.0 2911.4 690.0 892.8
30 1296.0 1770.0 1980.0 2704.1 2232.0 3048.3 2700.0 3687.5 828.0 1130.8
35 1512.0 2181.3 2310.0 3332.5 2604.0 3756.6 3150.0 4544.3 966.0 1393.6
40 1728.0 2635.3 2640.0 4026.2 2976.0 4538.6 3600.0 5490.3 1104.0 1683.7
45 1944.0 3136.7 2970.0 4792.1 3348.0 5402.0 4050.0 6534.7 1242.0 2004.0
50 2160.0 3690.2 3300.0 5637.8 3720.0 6355.3 4500.0 7687.9 1380.0 2357.6
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〇 掛金非課税の税制優遇（課税免除）は、効果としては、税金からの
補助金と変わらない。

〇 基礎年金保険料の「６０歳→６５歳まで」延長に国庫負担増として反
対する財務省は、掛金非課税枠拡大を、どう考えているのか。

〇 自営業者等の加入状況からすると、掛金非課税枠拡大は、被用者
側の利点が大きい。

〇 財政赤字の状況からすると、掛金非課税枠拡大のコスト（数千億

円？）は、国民全員が負担する消費税（の引き上げ？）で賄われるこ
とになる。

〇 拠出限度額の規模は、すでに十分大きく、枠拡大は、高所得者への
恩恵をさらに大きくする。

〇 拠出限度額の規模は、算出される厚生年金対応掛金と比べて非常
に大きいが、公私年金のバランスは、とれているのか。

〇 給付時課税の強化が急がれるのではないか。

＜拠出限度額引き上げについての論点（疑問点）＞

（出所）筆者作成
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＜平均寿命、健康寿命、年齢階級別の認知症有病率の概況＞

＜出所：「i D e C oの加入可能年齢・受給開始可能年齢」p18＞
（https://www.mhlw.go.jp/content/10600000/001328784.pdf）
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＜認知能力の低下→高齢期の自己責任運用は困難＞

＜出所：https://www.bm-sms.co.jp/wp-content/uploads/2020/09/prs_20170203_ninchicheck.pdf＞
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＜確定給付企業年金と確定拠出年金の受給の現状＞

＜出所：「公的年金と私的年金の現状と課題について」ｐ26＞

○ 確定給付企業年金・確定拠出年金ともに、相当数が一時金受給
を選択している。特に確定拠出年金では、企業型・個人型ともに
９割程度と、この傾向が顕著である。

Ⅳ 年金給付確保の方法
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＜公的年金等控除＞

（所得が年金のみ または 年金以外の所得が年間 1,000万円以下の場合）

＜出所：日本年金機構「所得金額の計算方法」＞
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2023/fuyo2023.files/syotokuzei2023.pdf

（著者注：年金所得は、住民税や国民健康保険等の算定基礎となる。）
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＜退職所得控除＞

＜出所：企業年金連合会「退職所得控除額｜用語集」＞
https://www.pfa.or.jp/yogoshu/ta/ta16.html

令和７年度税制改正（令和８年１月１日以後に老齢一時金の支払を受けている場合）

退職手当等（老齢一時金（確定拠出年金法の老齢給付金として支給される一時金をいう。以下同じ。）を除く。）の支払を受け
る年の前年以前９年内（従来４年内）に老齢一時金の支払を受けている場合には、当該老齢一時金等について、退職所得控
除額の計算における勤続期間等の重複排除の特例の対象とする。 10年以内なら控除の調整（減額）の可能性
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確定給付企業年金法
（老齢給付金の支給の方法）
第３８条 老齢給付金は、年金として支給する。

２ 老齢給付金は、規約でその全部又は一部を一時金として支給するこ
とができることを定めた場合には、前項の規定にかかわらず、政令で定
める基準に従い規約で定めるところにより、一時金として支給することが
できる。

(年金給付の支給期間等)

第３３条 年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に
従い規約で定めるところによる。ただし、終身又は五年以上にわたり、毎
年一回以上定期的に支給するものでなければならない。
(支給要件) 第３６条第２項第１項第１号

６０歳以上７０歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するもの
であること。

＜確定給付企業年金法令における老齢給付・年金関連規定＞



c 久保知行 2026
32

確定給付企業年金施行令
(支給期間及び支払期月)

第２５条 法第３３条の政令で定める基準は、次のとおりとする。

一 保証期間を定める場合にあっては、二十年を超えない範囲内で定め
ること。
二 年金給付の支払期月は、毎年一定の時期であること。
(老齢給付金を一時金として支給する場合の基準)

第２９条 法第３８条第２項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

一 年金として支給する老齢給付金について保証期間が定められている
こと。

二 老齢給付金の受給権者の選択により一時金として支給するものであ
ること。
三 （略：一時金選択の時期）

＜確定給付企業年金法令における老齢給付・年金関連規定（続）＞
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＜確定給付企業年金制度における年金給付の種類＞

＜出所：企業年金連合会「企業年金実態調査結果（2023年度概要版）」ｐ28＞
https://www.pfa.or.jp/activity/tokei/j-chosa/files/jittaichosa_gaiyou_2023.pdf
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＜企業年金連合会の通算年金＞

＜出所：企業年金連合会「移換の仕組みと企業年金連合会の役割」＞
https://www.pfa.or.jp/tsusan/tanki/index.html
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＜出所：企業年金連合会「通算企業年金のおすすめ（パンフレット）」＞
https://www.pfa.or.jp/tsusan/dc_ikan/files/dc_pamphlet.pdf

＜企業年金連合会の通算年金（続）＞



c 久保知行 2026
36

＜確定拠出年金法令における老齢給付・年金関連規定＞
確定拠出年金法
(支給の方法)

第３５条 老齢給付金は、年金として支給する。

２ 老齢給付金は、企業型年金規約でその全部又は一部を一時金として支
給することができることを定めた場合には、前項の規定にかかわらず、企業
型年金規約で定めるところにより、一時金として支給することができる。

確定拠出年金法施行令
(給付の額の算定方法に関する基準)
第５条第１項
一 年金として支給されるもの 個人別管理資産額及び支給予定期間を勘案し
て厚生労働省令で定めるところにより算定されるものであること。

確定拠出年金法施行規則(企業型年金の給付の額の算定方法の基準)
第４条第１項 一 年金たる老齢給付金
ハ 給付の額は、個人別管理資産額の二分の一に相当する額を超えず、かつ、二十
分の一に相当する額を下回らないものであること
ニ 支給予定期間は、五年以上二十年以下であること。
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＜確定拠出年金制度における「年金」給付＞
〇 運用を続けて、投資資産を売却しながら一定年数で（定額または定

率で）受け取る「分割取崩」と、運営管理機関が提示する「年金受取
商品」を選択する二つの方法が考えられる。

〇 現在では、低金利の影響を受け、「年金受取商品」を提示していな

い運営管理機関も多く、「分割取崩」が主流となっている。当然の事
ながら、投資リスクがあり、資産が枯渇すれば給付は終了する。

〇 また、給付の受給には、振込手数料（440円/回）と口座管理手数料
（月66円〜）がかかることになる。

〇 このように、確定拠出年金制度における「年金」給付は、確定給付
企業年金における「年金給付」とは、まったく別物である。

〇 定期的な収入としての「年金」を希望するのであれば、いったん一時

金として受給（退職所得控除の適用あり）し、その資金で年金（類似）
商品を購入することが考えられる。

〇年金（類似）商品購入の場合には、公的年金等控除は受けられない
が、分割取崩のような手数料は不要で、住民税等への影響もない。

（出所）筆者作成
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＜考えられる「年金（類似）商品」＞
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注意点概要商品

通算年金は終身年金
に限定

企業型年金の脱退一時金を
離転職で移換 （イデコ不可）

〇企業年金連合会
「通算年金」

元本割れ、給付終了
のリスク

運用が好調の場合のみ
機能

×毎月分配型投信

途中解約は元本割れ
リスク

個人年金保険料控除の
対象で節税効果

△生命保険会社の
個人年金

事前準備が必要で
金利面は不利

ろうきん「ゆとりすと」など
を利用

△金融機関の
年金払定期

月単位等の給付には
自動振替が必要

年単位の定期預金を複数組
み合わせ

〇定期預金の
ラダー戦略

（出所）筆者作成
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＜参照資料＞
社会保障審議会 企業年金・個人年金部会

「公的年金と私的年金の現状と課題について」（2023年12月11日資料２）
（https://www.mhlw.go.jp/content/10600000/001177171.pdf）

東京都産業労働局「中小企業の賃金・退職金事情」
（https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/toukei/koyou/chingin/）

企業年金連合会
「企業年金に関する基本統計」（https://www.pfa.or.jp/activity/tokei/nenkin/index.html）

「通算企業年金のおすすめ」（https://www.pfa.or.jp/tsusan/index.html）

厚生労働省
「年金制度改正法が成立しました（５）私的年金制度」

（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00017.html）
「i D e C oの加入可能年齢の引き上げ」

（https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/001597572.pdf）
「i D e C o拠出限度額の引き上げ」

（https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/001597573.pdf）
「令和8年12月からiDeCoがパワーアップします!」

（https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/001620594.pdf）
「企業年金の加入者のための運用等の見える化等に関する懇談会」

（https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-nenkin_129221_00001.html）


